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２．係争意匠の意匠権及び評価報告書の侵害
訴訟判決への影響

３．意匠侵害事件における賠償責任の確定
おわりに

はじめに

　中国の経済発展パターンの急速な変化に伴い、技
術革新が経済発展の未来を導く傾向がますます明ら
かになり、専利権の保護制度も次第に完備されるよ
うになっている。近年、意匠権には、ますます多く
の注目がかけられている。意匠の革新によって意匠
権者が莫大な利益を収めることができる。通常、意
匠の模倣に必要とされる技術力及びハードルが高く
ないため、市場価値の高い意匠が侵害対象となるこ
とはしばしばある。
　弊所より取り扱った、物品名が「美容器」の意匠
権侵害紛争事件について、一審裁判所の北京知的財
産権裁判所が全額320万元の賠償額の請求を支持す
るとの判決を言い渡したので、本件は今まで北京の
裁判所が判決した賠償額が最も高い意匠権侵害事件
となった。本事件も北京高等裁判所により「2016年
度北京市裁判所の知的財産司法保護10大典型事例」
に、最高裁判所により「2016年度中国裁判所の10大
知的財産事件」に選出され、中国国内外の広範囲で
注目を浴び、大きな社会的影響力を持っている。
　本文は当該事件を通じて、中国意匠侵害実務の侵
害対比及び賠償責任の立証について説明するので、
ご参考になれば幸いと考える。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報

一審原告（二審の被上訴人）　パナソニック株
式会社

一審被告１（二審上訴人１）　珠海金稲電器有
限公司

一審被告２（二審上訴人２）  北京麗康富雅商貿
有限公司

判決の情報：

一審　北京知的財産権裁判所（2015）京知民初
字第266号

二審　北京市高等裁判所（2016）京民終245号

２．事件の経緯

パナソニック株式会社（以下、「パナソニック
社」という）は、1918年に創業された日本の総合
家電メーカーで、現在、世界の大手家電メーカー
に成長してきた。パナソニック社は家電、映像・
コミュニケーションソリューション事業、オート
モーティブ関連事業、美容用品などの数々の業界
で世界シェア上位を誇る。最も早く中国に進入し
た日本大手企業の１つとして、パナソニック社の
製品は中国の人々にも愛用され、知名度が非常に
高い。近年、パナソニック社が開発したフェイス
ケアのスチーマーは、中国の消費者の中で極めて
高い人気を博している。

パナソニック社は、スチーマー製品につい
て、2011年６月１日に中国特許庁に物品名が美
容器の意匠を出願し、2012年９月５日に意匠登
録になった。この意匠権は、登録公告番号が
ZL201130151611.3、優先権日が2011年１月26日で
ある。

珠海金稲電器有限公司（以下、「金稲社」という）
は中国の美容装置のメーカーで、スチーマーがそ
の定番製品である。金稲社は、2013年から、パナ
ソニック社の本件意匠と類似するKD2331（取っ
手付き、取っ手なしの２種類を含む）、KD2331T

（取っ手なし）のスチーマー製品を大量に製造、販
売、宣伝し始めた。パナソニック社は金稲社を警
告したが、何の効果もなかったので、被疑侵害品
を販売しているオンラインストアの北京麗康富雅
商貿有限公司（以下、「麗康社」）と共同の被告と
して北京知的財産権裁判所に意匠侵害訴訟を提起
し、侵害行為を差し止めた上で、金稲社が経済損
失額300万元、両被告が共同で合理的な支出20万
元を賠償するよう請求した。

北京知的財産権裁判所は、2015年２月に当該
事件を受理し、2015年11月に、金稲社が製造した
KD2331（取っ手付き、取っ手なしの２種類を含
む）、KD2331T（取っ手なし）がパナソニック社
の係争意匠に類似し、係争意匠の権利範囲に属す


